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【問合先】　市民課・市民年金係☎㊷8720　℻㊸8045　shimin@city.kasai.lg.jp

下水道に衣類や紙おむつなどを流さないでください

　衣類や紙おむつなどが下水道へ流れ込み、下水を送るポンプが詰まってしまう故
障が多発しています。

　天ぷら油やサラダ油等の廃油、衣類、野菜くず、ガソリンやシンナー等揮発性の
高いもの、有リン系の洗剤などは絶対に流さないでください。

　ルールを守らないと下水道管が詰まったり、ポンプが壊れたりして、高額の修繕
費が必要になり、みんなに迷惑がかかります。必ずトイレットペーパーを使用し、
日常生活に欠かせない下水道を快適に利用できるように、ご協力をお願いします。

【問合先】　上下水道課・下水整備係☎㊷8760　℻㊷2558　suido@city.kasai.lg.jp

電子証明書（公的個人認証）の取得と更新について

　確定申告に便利な国税電子申告・納税システム（e-Tax）を利用するには、電子証明書が必要です。
　電子証明書とは、電子申請等のインターネットでの行政サービスを安心して利用するためのも
ので、各自治体は個人向けに「公的個人認証サービス」による電子証明書を発行しています。
　電子証明書を利用するには IC カードリーダライタが別途必要です。
　2 月から 3 月の確定申告時期は、窓口が混み合いますので、お早めに手続きをしてください。
　受付時間は 9:00 ～ 16:30 です。

■電子証明書の取得方法
　加西市に住民票のある方は、市民課窓口で住民基本台帳
カード（住基カード）を入手し、申請書を提出してください。

■申請に必要なもの（本人が手続きしてください）
○印鑑
○本人確認書類として「写真付の官公署発行の身分証明
　書（免許証、パスポート等）」を 2 点、または「写真
　付の官公署発行の身分証明書」と「健康保険証、介護
　保険証等の身分証明書」の各 1 点
○手数料 1,000 円※住基カードのみを希望される場合の
　手数料は 500 円
○ 6 カ月以内に撮影した写真（無帽、無背景、縦 4.5cm
　×横 3.5cm）1 枚※顔写真付の住基カード希望の場合

住民基本台帳カード（住
基カード）
顔写真付の住基カードは
本人確認書類として利用
できますので、作成され
る場合は顔写真付をお勧
めします。

　お手持ちの住基カードに電子証明書を追加する場合
は、本人が、住基カードと証明手数料 500 円を持参し手
続きしてください。

■電子証明書の更新方法
　有効期間は、住基カードが 10 年、電子証明書が 3 年
です。電子証明書の有効期間がすぎた場合、e-Tax（国税
電子申告）などの電子申請、届出に使うことができなく
なります。

　更新を希望される方は、電子証明書の有効期限の 3 カ
月前から更新手続きが可能ですので、本人が住基カード
と更新手数料 500 円を持参し手続きしてください。

※顔写真付でない住基カードに電子証明書を追加・更新
する場合は、顔写真付の本人確認書類（免許証、パスポ
ート等）も併せて持参してください。

都市公園の指定管理者を再募集

　指定管理者制度は、多様化する市民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、公の施設
の管理に民間のノウハウを活用しながら、市民サービスの向上と経費の節減を図ることを目的
に、地方自治法の改正により創設されたものです。加西市は平成 19 年 4 月から、一部の施設
の管理運営を指定管理者に委ねています。
　このたび、指定期間の満了（平成 25 年 3 月 31 日）により、次のとおり指定管理者を再募
集します。

■指定管理者に管理運営を委ねる施設
　・都市公園 12 カ所（所管：都市計画課）
■指定管理期間
　平成 25 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日（3 年間）

■応募資格
　法人またはその他の団体（法人格の必要はありません）
　※個人での応募はできません。
　※市ホームページに掲載しています。
■申請受付期間　　1 月 7 日（月）～ 18 日（金）

【問合先】　管財課・管財係☎㊷8704　℻㊸8257　kanzai@city.kasai.lg.jp

火災の原因となるごみの出し方に注意してください

　収集したごみの中に、可燃性のガスが残ったままのカ
セットボンベやライターなどが混ざっていたことによ
り、ごみ収集車の火災が多発しています。

　ごみ収集車の火災が発生すると、収集時間が遅れたり、
通行人や周辺住民、収集作業員等に危険がおよぶ恐れが
あります。冬場は鍋料理など、カセットボンベを使う機
会が多くなりますので、右のことに注意して、ごみを出
すようにしてください。

【問合先】　環境整備課・ごみ対策係☎㊷8719　℻㊷6269　 kankyoseibi@city.kasai.lg.jp

衣類や紙おむつなどが詰まって動か
なくなったポンプ

■カセットボンベ、スプレー缶
　風通しのよい、火気のない屋外で穴を開け、「金属の日」
にターミナルへ出してください。
■使い捨てライター
　換気のよい場所で火気に注意して、レバー部分をテー
プやゴムバンドで押さえガスを抜き、「燃やせないごみ
の日」にターミナルへ出してください。
■花火
　ごみを出す前日に、一晩中水に浸し、「燃やすごみの日」
にターミナルへ出してください。

【問合先】　人口増政策課・人口増政策係☎㊷8700　℻㊸1800　jinko@city.kasai.lg.jp

　加西市は、人口増施策の一環として、平成 25 年以降に市内でアパート・マンションを建設される方に対して、新たに
課税される建物の固定資産税及び都市計画税相当額の全額補助を予定しています。

対象者
①～③の要件を全
て満たす方

①建設するアパート等が自己、もしくは自己の親族等の入居に限定していないこと。
②平成 25 年 1 月以降に建築確認申請書を提出し、平成 28 年 1 月 1 日までに完成するアパート
　等であること。
③市税等の滞納がない者。

補助内容

アパート等の建物に対して、新たに課税される固定資産税及び都市計画税相当額を 5 年間補助
します。補助金の交付は、毎年、固定資産税等の納付確認後になります。
※実施期間は平成 25 年 1 月から 3 年間とし、平成 28 年 1 月 2 日以降に完成したアパート等は
　補助の対象となりません。

賃貸アパート・マンション建設への補助制度のお知らせ

※申請方法等については、市ホームページでご確認ください。
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